
No 質問 回答

1 長期休暇中のお弁当対応が可能か？ 実施に向けて検討していく。

2 料金の変動はあるか？ 変更なし。

3 場所の変更があるか？ 変更なし。

4 先生の変更があるか？
児童への負担を避けるため、現在の学童指導員が希望する場合は、原則として委託事業

者にて引き続き、雇用を継続する事を条件に募集する。

5 長期休暇中の高学年の受け入れは可能か？
今年度は学校の協力の元、部屋の確保が可能になったため、受入れを実施する。今後

の受け入れについては、引き続き学校と協議の上、検討していく。

6 なぜ、今まで委託をしなかったのか？

財政面の問題があり、進めることができなかった。以前は利用する子どもが少なく、検

討に至らなかった。しかし、社会情勢も変動している。指導員の人材確保の面でも困難

な状況にある。町としては、子どもを安心安全に預け、親が働きやすい環境づくりが必

要であると考える。

7 募集はどの範囲で行うのか？ 近畿２府３県にて２社以上の受託実績がある事業者を選定する。

8 令和７年１０月から委託できるのか？
令和７年１０月からの委託を目指して準備している状況。現在、募集を行っている状況

だが、基準に満たない場合は委託契約を実施しない。

9 基準に満たなかった場合、どうするのか？ 公設公営で河合町が運営する。しかし、今後も委託に向けて検討していく。

10 選定後の指標や結果は開示するのか？ 開示する予定にしている。

11 実際にトラブルにて退所になった児童がいるのか？ 町より促したケースはなく、保護者側から退所を希望されたケースはある。

12
委託した場合の受入れはどのようになるのか？高学年の受け入れの可否については、

今後も時間を要するのか？

学童室として使用している部屋は学校より提供いただいている。町としては、１年生か

ら６年生までの受け入れ体制を整えたいと考えている。追加で部屋を借りることができ

るように協議していく。

13 １部屋の定員はどの程度か？
１部屋で３６名程度。現在、１小は２部屋（夏休み３部屋）、２小は２．５部屋（夏

休み３部屋）。よって、各１００名程度の定員となる。

14 近隣市町村の動向は？ヒアリングなどは行ったのか？

令和７年４月より平群町、三郷町が実施。王寺町が本町と同じく令和７年１０月から

実施予定。その他、安堵町、川西町、広陵町、田原本町、三宅町が実施している。既に

委託している市町村へはヒアリングを実施している。実績のある事業者に依頼したいと

考える。

15 トラブル発生時の連携の取り方は？ 指導員⇒委託事業者⇒町となる。

16 トラブル発生時の対応は？
著しく子どもを傷つけるなどがあった場合、是正するように指導する。しかし、改善が

見込めない場合は、契約解除にもなり得る。

17 保育料＋αの支払いがあるのか？ 社会情勢に合わせて変動があるかもしれないが、現時点では考えていない。

18
他学童では、保育プログラムが充実している所もある。新たなプログラムの導入となる

と、実費負担になるのか？雰囲気など、変わるのか？

今のところは聞いていない。イメージとしては、工作など自分で持ち帰るものについて

は実費負担になる見込み。また、イベントなどの実施をされているので、普段のイベン

トを企画して対応していると聞いている。よって、子供にとっても楽しい時間になると

考える。今後、保護者の意見を聞きながら考えていく。

19
長期休暇中の受け入れ時間について、早朝から預かってもらうことは可能か（７時～/

７時半～）？
学校の施設を利用しているため、現状は難しい。

20 土曜保育について、現在、合同保育をしているが、委託後は変更があるのか？
4・5月は児童が慣れていない状況の為、各学校で実施している。慣れてきたであろう６

月より合同としている。民間委託後も同様の形を取る。

21
学校での部屋の確保が困難とのことだが、学校以外の場所で学童保育を開設すること

はできないのか？

送迎が必要となる。他施設になると児童の異動をどのようにするのかが課題である。今

後も学校の施設を活用したい。

22 令和７年１０月からの委託は決定事項か？なぜ、１０月から実施するのか？

まだ、委託業者は決定していない。２社から応募があった。基準が合えば１０月からの

契約になる見込み。

また、令和７年４月より実施を検討したが、予算の都合上、令和７年１０月からと

なった。

23 ある程度、決まっているのか？決まらなければ、どのように対するのか？
現時点ではまだ決まっていない。決まらなければ、今までとおり公設公営で市町村が

対応する。決まらない場合は、別途委託に向けて準備していく。

24 委託した場合、高学年の受け入れはどのようになるのか？決定はギリギリになるのか？

委託になった場合にも河合町が決定権者である。学童室については、１小が２部屋、

２小が2.5部屋。本町としては、１年生から６年生まで対応したいと考えている。部屋

の確保など、学校側と協議していく。



25 他市町村では部屋数が増えている。学校以外の施設を借りることはできないのか？
別の施設となると、児童の異動が伴うため、安全性の確保、移動手段の確保が必要で

あり、現状は困難である。

26 今後のスケジュールは？
６月に選定を実施する。選定後に保護者説明会を実施する予定にしているが、現時点で

は日取りが決まっていない。

27 長期休暇中の早朝の受け入れを行ってほしい。 学校の施設を借りているため、勝手には決めることができない。

28 候補の２社については、実績がある所なのか？ 近畿圏で実績がある。２社共に近隣市町村にて実績がある事業者である。

No 意見 回答

1
保護者からの要望を業者選定で規約に入れてほしい。

例えば、児童同士のトラブルが複数回続いた場合の対処措置など。

今までとおり保護者と協議を行い、学童での対応が困難と判断した場合は退所とな

る。今後も同じように対応していく。

2
高学年の受け入れについて、長期休暇中だけでなく、平常時も含めて対応してほしい

と。また、１年生から６年生まで制限をかけずに対応できるようにしてほしい。
協議していく。何らかの形で対応したいと考えている。

3
仮に学校が早朝の学童室の利用を可とした場合、対応が可能な事業者を選定すべきでは

ないか？
協議していく。


